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○袖ケ浦市障害者グループホーム等入居者家賃助成事業実施要綱  

平成１９年３月３０日 

告示第７１号 

（目的） 

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（平成１７年法律第１２３号）に基づく共同生活援助事業所

（以下「グループホーム」という。）及び袖ケ浦市生活ホーム運営事業

補助金交付要綱（昭和６２年告示第３１号）に基づく生活ホーム並びに

袖ケ浦市精神障害者ふれあいホーム運営事業補助金交付要綱（平成１６

年告示第１９０号）に基づくふれあいホーム（以下これらを「グループ

ホーム等」という。）の入居者が支払った家賃について、助成金を支給

することにより、グループホーム等入居者の経済的負担を軽減し、地域

社会における自立を支援することを目的とする。 

（平１９告示１４６・平２５告示５９・平２６告示２３１・一部改

正） 

（助成対象者） 

第２条 この要綱に基づき助成金の支給を受けられるグループホーム等の

入居者（以下「助成対象者」という。）は、次の各号のいずれかに該当

し、かつ、次項に該当する者とする。 

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第

２８条第２項第４号に規定する共同生活援助の支給に関して袖ケ浦市

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づ

く介護給付費等及び児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給に

関する規則（平成２４年規則第２３号）第５条の規定による支給決定

を受けた者で、現に当該グループホームに入居しているもの 

(2) 袖ケ浦市生活ホーム入居等に関する要綱（昭和６２年告示第３２

号）第４条の規定により入居の承認を受けた者で、現に当該生活ホー

ムに入居しているもの 
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(3) 袖ケ浦市精神障害者ふれあいホーム運営事業補助金交付要綱第２

条に規定する対象者が受け入れた本市の援護の実施を受けている者で、

現に当該ふれあいホームに入居しているもの 

２ 助成対象者は、市町村民税非課税世帯に属する者とする。ただし、生

活保護世帯に属する者を除く。 

（平１９告示１４６・平２３告示１２７・平２３告示１６５・平２

４告示１０５・平２５告示５９・平２６告示２３１・一部改正） 

（助成対象経費及び助成額） 

第３条 助成金の対象となる経費は、グループホーム等の入居に係る家賃

（入居に係る敷金、礼金、保証金、管理費及び共益費等の諸費用を除く。）

とする。 

２ 助成金の額は、家賃の２分の１に相当する額（当該額に１００円未満

の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。）とし、月額２５，

０００円を限度とする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律施行令（平成１８年政令第１０号）第２１条第

１項第２号に規定する特定障害者特別給付費が支給される場合は、家賃

からその額を控除した額の２分の１に相当する額（当該額に１００円未

満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。）とし、月額２０，

０００円を限度とする。 

３ 月の途中の入居又は退去する場合の助成金の額は、日割り計算により

算出するものとする。 

（平２２告示１０８・平２３告示１６５・平２４告示１０５・平２

５告示５９・一部改正） 

（申請） 

第４条 助成金の給付を受けようとする者は、袖ケ浦市障害者グループホ

ーム等入居者家賃助成支給申請書（様式第１号）（以下「支給申請書」

という。）に、当該グループホーム等入居に係る賃貸借契約書（これに

類する契約書を含む。）の写しを添え、福祉部長に提出しなければなら
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ない。 

２ 生活ホーム及びふれあいホーム入居者は、前項に規定する支給申請書

の提出の際に収入等申告書（様式第２号）を併せて福祉部長に提出しな

ければならない。 

（平２１告示６３・一部改正） 

（決定及び通知） 

第５条 福祉部長は、前条の規定による申請があった場合は、申請内容を

審査し、支給の可否及び支給額を決定し、袖ケ浦市障害者グループホー

ム等入居者家賃助成支給決定（却下）通知書（様式第３号）により当該

申請者に通知するものとする。 

（平２１告示６３・一部改正） 

（支給の時期等） 

第６条 助成金の支給の時期は、別表に掲げる支給月とする。 

２ 前条の規定により助成金の支給決定を受けた者は、支給月の１０日ま

でに袖ケ浦市障害者グループホーム等入居者家賃助成金請求書（様式第

４号）に対象月に係る家賃の領収書の写しを添え市長に提出しなければ

ならない。 

３ 助成金の支給は、支給月の末日までに口座振替による方法で行う。 

（平２３告示１２７・一部改正） 

（変更） 

第７条 第５条の規定による支給決定を受けた者は、申請内容に変更が生

じたとき、又は当該グループホーム等を退去するときは、袖ケ浦市障害

者グループホーム等入居者家賃助成変更届（様式第５号）を福祉部長に

提出しなければならない。 

（平２１告示６３・一部改正） 

（変更決定） 

第８条 福祉部長は、前条の規定による変更の届出があった場合は、届出

内容を審査し、変更の可否を決定し、袖ケ浦市障害者グループホーム等
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入居者家賃助成変更決定（却下）通知書（様式第６号）により届出者に

通知するものとする。 

（平２１告示６３・一部改正） 

（支給決定の見直し） 

第９条 福祉部長は、第５条の規定により支給決定を受けた者の毎年度７

月分以降の支給の可否について、第２条第２項に掲げる要件に照らして

見直しを行うものとする。 

２ 福祉部長は、前項に規定する見直しを行う場合は、生活ホーム及びふ

れあいホーム入居者に限り、収入等申告書（様式第２号）の提出を求め

るものとする。 

３ 福祉部長は、見直しにより第２条第２項の掲げる要件に該当しなくな

った場合は、袖ケ浦市障害者グループホーム等入居者家賃助成変更決定

（却下）通知書（様式第６号）により支給期間の変更を行い当該支給決

定者に通知するものとする。 

（平２１告示６３・一部改正） 

（返還） 

第１０条 福祉部長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受け

た者に対し、既に支給した助成額の全部又は一部を返還させることがで

きる。 

（平２１告示６３・一部改正） 

（委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定め

る。 

附 則 

この告示は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年告示第１４６号）抄 

（施行期日） 

１ この告示は、公示の日から施行する。 
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附 則（平成２１年告示第６３号） 

この告示は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年告示第１０８号） 

この告示は、公示の日から施行し、平成２２年度の予算に係る助成金か

ら適用する。 

附 則（平成２３年告示第１２７号） 

この告示は、公示の日から施行し、平成２３年度の予算に係る助成金か

ら適用する。 

附 則（平成２３年告示第１６５号） 

この告示は、平成２３年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２４年告示第１０５号） 

この告示は、公示の日から施行し、平成２４年４月１日から適用する。 

附 則（平成２５年告示第５９号） 

この告示は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年告示第２３１号） 

（施行期日等） 

１ この告示は、公示の日から施行し、平成２６年度の予算に係る助成金

又は補助金から適用する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際、改正前の袖ケ浦市障害者グループホーム等入居

者家賃助成事業実施要綱又は袖ケ浦市障害者グループホーム等運営費等

補助金交付要綱の規定により既に提出された申請書その他の手続は、そ

れぞれこの告示の改正後の袖ケ浦市障害者グループホーム等入居者家賃

助成事業実施要綱又は袖ケ浦市障害者グループホーム等運営費等補助金

交付要綱の規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成２７年告示第２５７号） 

この告示は、平成２８年１月１日から施行する。 

別表（第６条関係） 
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（平２３告示１２７・旧別表第２・一部改正） 

対象月 支給月 

４月・５月・６月 ７月 

７月・８月・９月 １０月 

１０月・１１月・１２月 １月 

１月・２月・３月 ４月 
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